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令 和 ２ 年 ４ 月 2 0 日 

武蔵野市新型コロナ 

ウイルス感染症対策本部 

 

 

第 20回武蔵野市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（令和２年４月 17日（金）開催） 報告 

 

 

 第 20回武蔵野市新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、次のとおり協 

議した。 

 

【決定事項】 

・ 本市における経済対策等の総合調整を図るため、新型コロナウイルス感染症対策

本部の下に「経済対策等調整部会」を設置し、経済支援と生活支援の検討を進める。 

 

 

【報告事項】 

１．職員に感染者またはその疑いがある者が発生した場合の、報告・連絡体制を整理

した。 

２．市民税・都民税の申告を４月１７日（金）以降も受け付ける。法人市民税につい

て申告・納期限を延長する。 

３．中央市政センターは４月２１日（火）から緊急事態宣言期間中、臨時閉鎖する。

「かたらいの道市民スペース（休館中）」に設置・稼働している証明書自動交付機が

利用できることを併せて周知する。吉祥寺、武蔵境の両市政センターについては、

８時３０分～正午及び午後１時～午後５時の間開庁する。 

４．市民等に対し、外出の自粛を要請するための職員等による巡回及び呼びかけを吉

祥寺駅周辺において１７日（金）は午後６時から、１８日（土）、１９日（日）は午

後１時からそれぞれ実施する。 

５．国が実施する「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」について、市が実施

主体となることが定められたので、実施に向け作業を進める。 

６．地域子ども館「あそべえ」は、緊急事態宣言期間中休止する。 

７．ベビーカー貸し出しサービス「ベビ吉」は５月６日（水）までの間、休止する。 

８．各議員からの情報等を議会において取りまとめたもの（第 1 回分）を受領し、情

報共有した。 

９．感染症拡大防止に係る健康課各事業の対応について 

 ①６月に予定した「ゆりかごむさしのフェスティバル」は中止する。 

②３～４か月児健診については８月まで臨時的に個別健診として実施する方向で、

医師会と調整中。 
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③子宮がん検診の開始時期を５月から６月に変更する。 

１０．新型コロナウイルス感染症に関する FAQ をホームページに掲載した。 

１１．HOP 事業（休日の銀行駐車場を一時利用の無料駐車場として開放）は、緊急

事態宣言期間中、中止する。 

１２. レモンキャブは、４月２０日（月）から当分の間、新規予約の対象を通院等で

他の交通手段をとることが困難な方に限定した特例運行とする。 

 

 

※ 本対策については、今後の感染症動向の変化に伴い、対策本部において適宜見直しを実施

する。 

 

 

以 上 


